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(株)なにわ花いちば・(株)JF鶴見花き インターネット情報利用規約 
令和2年11月1日現在 

第１条（主旨） 
本規約は、株式会社なにわ花いちば（以下「甲」という）と、株式会社JF鶴見花き（以下「乙」という）が、第２条により
承認した会員（以下「会員」または「丁」という）へ、インターネットを利用して提供する販売情報サービス（以下「本サ

ービス」という）を提供し、会員が本サービスを利用する為に定める。 
第２条（会員） 

1. （資格） 
入会資格を有する者は、次のものとする。 
（1）   甲乙の双方の買参権を所有し、決済に不滞がない者。 
2.  (入会申込) 
入会を希望する者は（以下、「入会希望者」という）は、本規約を熟読理解し、その内容に拘束される事を承諾した上で、所

定の書面により契約事務委託者、鶴見花き卸売市場協同組合（以下「丙」という）の窓口に申し込む。 
3. （入会の承認及びアクセスＩＤの貸与） 
 甲乙は前項の申込書類により内容を審査し、会員資格を有するものとして入会を承認した場合は、丙はその旨を入会希望者に

通知し、当該通知の発送により本サービスの利用に関する契約は成立する。丙は、会員に対し、本サービスを利用する為のユー

ザーIＤ、パスワード等（以下「アクセス ID等」という）を貸与する。会員は貸与されたアクセス ID等以外のものを使用して
本サービスを利用してはならない。 
4. （入会の不承認） 
（1） 甲乙は、審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当する事が判明した場合、原則として入会を承認しない。 

① 入会申込者が実在しない場合。または、日本国外に居住する場合。 
② 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、重複、誤記、または記入漏れがあった場合。 
③ 入会申込者が未成年、被成年後見人、被保佐人のいずれかであり、入会申込の際に法定代理人または保佐人の同意

等を得ていない場合。 
④ 入会申込者が本規約違反等により、過去に会員資格の解約処分が行われている場合。 
⑤ その他、入会申込者が第８条に定める会員資格についての解約の事由の何れかに該当する場合。 
⑥ その他、甲乙が会員とする事を不適当と判断した場合。 

 第3条 （本サービスの提供内容） 
1. 甲乙が提供する本サービスの内容は次のとおりとする。 
（1） 入荷情報の提供。 
（2） 提供された入荷情報を基にした取引業務。 
（3） 市況情報の提供。 
（4） 以上の他、甲乙が定めるサービス。 
2. 本サービスは、会員のみ利用できるものとする。 

 第４条 （甲乙丙の責任の範囲） 
1. 甲乙は会員への事前の通知なく、本サービス内容の追加、更新、部分改廃等をすることがあり、システムの保守点検及び

不測の事態により、本サービスの提供を一時的に中断、停止することが出来るものとし、会員はこれを承諾するものとす

る。 
2. 前項による本サービスの処置について、甲乙丙は一切の責任を負わないものとする。 
3. 会員のコンピュータ操作等の誤りで成約された商品については、成約後における成約取り消しはできない。 但し、甲乙

が認めた商品の品質に対しての不具合等はその限りではない。（しかし産地の規格内におけるクレームは、認められない。） 
4. 天災地変・道路交通事情他、諸事情により商品が不着や延滞で、提供できない状況が発生もしくは、その可能性が判明し

た時には、甲乙が速やかに会員へ連絡を取り、代用品等も含め対応する。 
5. 本サービスにて提供をしている商材の画像は、あくまでもイメージであり実物とは違いが発生する場合がある。 
6. 会員の環境にて発生したコンピュータのトラブルや通信回線のトラブル等の不具合、損害等については、甲乙丙は一切の



2 

責任を負わないものとする。 
7. 第４条の１から6以外の状況が発生した場合は 双方協議の上での処置を取ることとする。 

第５条 （会員への通知） 
1. 甲乙丙は、以下の項目に該当する事由が生じた場合、あらかじめその旨及び内容を電子メール、書面で通知し、または、甲

乙の本サービスメインページに掲載するなど、甲乙丙が適当と判断する方法により行うものとする。 
（1）   本サービスの内容変更 
（2）   利用料金の変更 
（3）   利用時間の変更 
（4）   その他本サービスの利用条件の変更 

第６条（本サービスに関する利用料金） 
1. 本サービスを利用するのに際しての利用料金については、第１５条（利用料金）に定め、会員が利用料金を納める事によっ

て、本サービスを受ける事ができるものとする。 
（1） 利用料金の納入に関しては、丙からの請求によるものとする。 

尚、本サービスで発生した取引代金決済に関しては商品取引基本契約書及び約定書等の内容に準ずるものとする。 
第７条 （会員の義務及び責任） 

1. 変更の届け出について 
（1）   会員は、入会申込内容に変更があった場合、丙所定の手続きにより、丙に遅延なく通知するものとする。なお、当

該通知の不通知、もしくは遅延により、会員が不利益を被ったとしても、甲乙丙は会員に対して一切の責任を負わ

ないものとする。 
2. アクセス ID等の管理について 
（1）   会員は、丙より貸与されたアクセス ID等の善良な管理、使用を行ない甲乙と会員の利益の保持に務める責任を有す

る。 
（2）   会員はアクセス ID等を第三者に使用させたり、譲渡、貸与、名義変更、質入れ、相続したりすることは出来ないも

のとする。 
（3）   甲乙丙は、会員のアクセス ID等が不正使用によって、会員が損害を被った場合でも、一切責任を負わないものとす

る。 
3. 会員の責任について 

会員は、本規約に定める事項を遵守するほか、下記の事項を遵守するものとする。 
（1） 会員は、甲乙が本サービス上に提供するサービスを不正の目的を持って利用しないものとし、サービスに含まれる

情報等に関する、甲乙丙または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、私的利用以外の複製、販

売、出版等の行為、またはその恐れのある行為を行なわないものとする。 
（2） 会員は、甲乙丙の定める手順・セキュリティ手段を遵守するものとする。この遵守を怠った場合、甲乙丙はその結

果について一切責任を負わないものとする。 
（3） 会員は、本サービスの会員として有する権利を第三者に譲渡しもしくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設

定その他担保に供するなどの行為を行ってはならないものとする。 
4. 禁止行為について 
（1）   会員は、本サービスを利用するに於いて以下の行為を行わないものとする。 

① 甲乙丙及び、他の会員、第三者に不利益を与えるような行為。 
② 本サービスの運営を妨げる、または甲乙丙の信用を毀損するような行為。 
③ コンピューターウイルス等の有害なプログラムを開示またはメール等などの方法での送信（返信）等をする行為。 
④ アクセス ID等を不正に使用する行為。 
⑤ 故意、過失を問わず法令に違反する行為、またはその恐れのある行為。 
⑥ その他甲乙丙が会員として不適切と判断する行為。 

（2）   会員が前項で禁止される行為を行った場合、その行為に関する責任は、甲乙丙は一切の責任を負わないものとする。 
（3）   会員が（1）で禁止される行為によって甲乙丙に損害を与えた場合には、会員は甲乙丙が被った損害を賠償するもの
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とする。 
第８条 （会員資格の解約について） 

1. 会員が以下に述べる事柄に不適当と甲乙が判断した場合は、会員としての利用及び取引を事前通達無しに停止・解約が出来

るものとする。 
（1）  一定期間の利用（購入実績）が無いと甲、または乙が判断をした場合。 
（2）  商品購入代金及び利用料金の支払いに延滞がある場合または、甲乙と締結した商品取引基本契約書違反がある場合。 
（3）  第７条４項（禁止行為について）に定める事由のいずれかに該当することが判明した場合。 
（4）  甲乙が本サービス上で提供する一切の情報を甲、または乙の承諾を得ることなく改変及び第三者へ提供した場合。 
（5）  その他、本規約のいずれかの条項に違反した場合。 
（6）  会員に対して、差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てがなされた場合。 
（7）  その他、会員として不適格と甲乙が判断した場合。 
2. 会員資格を何なる理由で失った場合でも、当該会員は、未納利用料金の全額を直ちに丙に支払うものとする。又、甲乙丙は

既に支払われた利用料金の払い戻し義務及び当該債務との相殺等を一切負わないものとする。 
第９条 （設備等の設置及び維持） 

1. 会員は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、

自己の費用と責任において準備し、本サービスが利用可能な状態に置くものとする。また、任意の電気通信サービス（プロ

バイダー）を経由して本サービスに接続するものとし、設備等を正常に稼動させるように維持するものとする。 
 第１０条 （退会） 

1. 会員が退会する場合は、丙所定の方法にて丙に届け出るものとする。 
2. 会員が退会する場合、甲乙丙は既に会員から支払われた利用料金の払い戻し義務を一切負わない。また、退会に伴って、甲

乙丙に対して何らかの請求権を取得するものではない。 
第１１条 （損害賠償） 

1. 甲乙丙は、会員が本サービス、または本サービスを通じて他のサービスを利用することにより発生した損害について、一切

の責任を負わないものとする。 
2. 甲乙丙は会員が本サービスの利用に際して、本規約に違反した行為または不正もしくは違法な行為によって、甲乙丙に損害

を与えた場合、当該会員に対して損害賠償を請求できるものとする。 
3. 会員が本サービス利用によって第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、甲乙丙に損害

を与えないものとする。会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって甲乙に損害を与えた場合、甲

乙丙は当該会員に対して相応の損害賠償の請求が出来るものとする。 
第１２条 （本規約の変更） 

1. 本規約は、本サービスの利用に関し、甲乙丙及び会員に適用するものとし、会員は利用に際して本規約を誠実に遵守するも

のとする。 
2. 甲乙丙は、会員に事前の通知を行うことなく本規約を変更する事ができる。会員はこれを承認するものとする。 

第１３条 (契約期間) 
  本規約の有効期間は本規約に基づく本サービス利用契約締結後１年間とする。但し、契約期間満了の一ヶ月前までに、甲、乙、

丙ならびに丁のいずれからも解約または変更の申し出が無いときは期間一年で自動更新されたものとし、以後も同様とする。 
第１４条 （管轄合意） 
  会員と甲乙丙との間で万一訴訟の必要が生じた場合、丙の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。 
第１５条 （利用料金に関して） 

1. 本サービスを利用するのに際しての利用料金は、1か月10,000円（税抜）とする。ただし、一括払い（12か月分）の場合
は100,000円（税抜）とする。 

2. 利用料金支払いの件に関して 
（1） 会員は、利用料金の支払い方法として、毎月払い（1か月分）と一括払い（12か月分）のいずれかをあらかじ

め選択して支払うものとする。 
（2） 毎月払い（1か月分）は、毎月20日に翌月分を請求する事とする。 
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（3） 利用料金においては前納とする。 
（4） 一括支払い（12か月分）においても前納とする。 
（5） 毎月払い、一括払いのいずれについても、期間途中での退会または利用停止・解約その他の事由にかかわらず、

納入された利用料金の払い戻しは行わない。 
 

＜附則＞ 
本規約は令和2年11月1日から適用する。 
 

  
 


